
放射線画像検査学分野 研究職志望
研究テーマ： 炭素線治療適応患者抽出のためのコンピュータ支援診断技術の開発

履修
年次

共通科目及び他分野 所属専門分野
特別
研究

単位 単位 単位 単位

１
年
次

前
期

診療放射線学教育学特
論

2放射線画像解析学特講
演習

2

診
療
放
射
線
学
特
別
研
究

6

小計 2 2 4

１
年
次

後
期

医療画像情報学特講演
習

2

小計 0 2 2

２
年
次

前
期

小計 0 0 0

２
年
次

後
期

小計 0 0 0

３
年
次

前
期

小計 0 0 0

３
年
次

後
期

小計 0 0 0

2 4 6 6

12

※斜字は共通科目
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0

履修モデル(1)



放射線治療学分野 研究職志望
研究テーマ： 炭素線治療における線量分布高精度計測法の開発

履修
年次

共通科目及び他分野 所属専門分野
特別
研究

単位 単位 単位 単位

１
年
次

前
期

診療放射線学教育学特
論

2放射線管理計測学特講
演習

2

診
療
放
射
線
学
特
別
研
究

6

小計 2 2 4

１
年
次

後
期

重粒子治療技術学特講
演習

2

小計 0 2 2

２
年
次

前
期

小計 0 0 0

２
年
次

後
期

小計 0 0 0

３
年
次

前
期

小計 0 0 0

３
年
次

後
期

小計 0 0 0

2 4 6 6

12

※斜字は共通科目
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1

履修モデル(2)



放射線画像検査学分野 教育職志望
研究テーマ： ICTを活用したMRI検査技術教育プログラムの開発

履修
年次

共通科目及び他分野 所属専門分野
特別
研究

単位 単位 単位 単位

１
年
次

前
期

診療放射線学教育学特
論

2

診
療
放
射
線
学
特
別
研
究

6

保健医療組織管理学特
論

2

小計 4 0 4

１
年
次

後
期

磁気共鳴学特講演習 2

小計 0 2 2

２
年
次

前
期

小計 0 0 0

２
年
次

後
期

小計 0 0 0

３
年
次

前
期

小計 0 0 0

３
年
次

後
期

小計 0 0 0

4 2 6 6

12

※斜字は共通科目
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履修モデル(3)



放射線治療学分野 高度医療専門職リーダー志望
研究テーマ： 重粒子線治療における品質管理プログラムの開発

履修
年次

共通科目及び他分野 所属専門分野
特別
研究

単位 単位 単位 単位

１
年
次

前
期

診療放射線学教育学特
論

2

診
療
放
射
線
学
特
別
研
究

6

保健医療組織管理学特
論

2

小計 4 0 4

１
年
次

後
期

先端放射線治療学特講
演習

2

小計 0 2 2

２
年
次

前
期

小計 0 0 0

２
年
次

後
期

小計 0 0 0

３
年
次

前
期

小計 0 0 0

３
年
次

後
期

小計 0 0 0

4 2 6 6

12

※斜字は共通科目
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履修モデル(4)



放射線治療学分野 研究職志望（実務経験のある学生用）
研究テーマ： 強度変調放射線治療における品質管理・品質保証の要素開発

履修
年次

共通科目及び他分野 所属専門分野
特別
研究

単位 単位 単位 単位

１
年
次

前
期

診療放射線学教育学特
論

2放射線管理計測学特講
演習

2

診
療
放
射
線
学
特
別
研
究

6

小計 2 2 4

１
年
次

後
期

先端放射線治療学特講
演習

2

小計 0 2 2

２
年
次

前
期

小計 0 0 0

２
年
次

後
期

小計 0 0 0

３
年
次

前
期

小計 0 0 0

３
年
次

後
期

小計 0 0 0

2 4 6 6

12

※斜字は共通科目
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履修モデル(5)



放射線治療学分野 研究職志望（実務経験のない学生用）
研究テーマ： 高エネルギー放射線治療における線量評価法の開発

履修
年次

共通科目及び他分野 所属専門分野
特別
研究

単位 単位 単位 単位

１
年
次

前
期

診療放射線学教育学特
論

2

診
療
放
射
線
学
特
別
研
究

6

小計 2 0 2

１
年
次

後
期

先端放射線治療学特講
演習

2

重粒子治療技術学特講
演習

2

小計 0 4 4

２
年
次

前
期

小計 0 0 0

２
年
次

後
期

小計 0 0 0

３
年
次

前
期

小計 0 0 0

３
年
次

後
期

小計 0 0 0

2 4 6 6

12

※斜字は共通科目
備考 1） 「重粒子治療技術学特講演習」は群馬大学重粒子線医学研究センターでの実習を

含み、チーム医療についても学修する。
備考 2) 他の共通科目や他分野専門科目なども積極的に履修することが望ましい。
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履修モデル(6)



群馬県立県民健康科学大学ティーチング・アシスタント要綱

（目的）
第１条 この要綱は、群馬県立県民健康科学大学（以下「本学」という。）大学院に在学する優

秀な学生に対し、教育的配慮の下に教育補助業務を行わせ、本学大学院学生に、将来教員・
研究者となるためのトレーニングの機会を提供し、もって、本学学部教育におけるきめ細か
い指導の実現を図り、併せて、これに対する手当支給により、本学大学院学生の処遇の改善
に資するため、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）
第２条 この要綱において「ティーチング・アシスタント」とは、本学学部学生に対する実験、

演習、実習及び講義等（以下「実験等」という。）の教育補助業務を行うために委嘱された
本学大学院学生をいう。

（資格要件）
第３条 ティーチング･アシスタントとして委嘱できる者は、本学大学院に在学し、学業成績が

優秀であり、かつ、実験等の教育補助業務に十分対応し得る能力を有する者とする。
（募集及び選考）
第４条 ティーチング・アシスタントの募集及び選考等は、予算の範囲内で各研究科ごとに行う

こととし、その選考基準等は、各年度ごとに当該研究科長が定めるものとする。
（委嘱手続）
第５条 ティーチング・アシスタントの委嘱は、当該研究科委員会の議を経て学長が行うものと

する。
２ 研究科長は、ティーチング・アシスタントを委嘱したい場合、委嘱期間の始まる２週間前ま

でに、別記様式により学長に申請するものとする。
（委嘱期間）
第６条 ティーチング・アシスタントの委嘱期間は、当該会計年度を超えない範囲内とする。
（委嘱時間）
第７条 ティーチング･アシスタント一人当たりの委嘱時間は、１週間につき１０時間以内を原

則とし、１か月の委嘱時間は４０時間以内とする。
（手当）
第８条 ティーチング・アシスタントの手当は、予算の範囲内とし、別に定める。
２ 手当は、毎月の初日から末日までの委嘱時間数に応じて、翌月１０日（その日が土曜日、日

曜日又は休日に当たるときは、その直前の平日とする。）に、あらかじめ指定された口座に
振り込むものとする。

（守秘義務）
第９条 ティーチング・アシスタントは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。
なお、これに違反したと認められる場合は、本学大学院学則第３６条の規定に基づき、懲

戒処分とすることができる。
（解職）
第10条 ティーチング・アシスタントが次のいずれかに該当する場合には、学長は、当該研究科

委員会の議を経て解職することができる。
なお、これに違反したと認められる場合は、本学大学院学則第３６条の規定に基づき、懲

戒処分とすることができる。
(1) 健康上の事由により、職務を遂行できないとき。
(2) 職務を怠り、改善の見込みがないと認められたとき。
(3) 職務上知り得た秘密を、外部に漏らしたとき。
(4) その他、ティーチング・アシスタントとして、職務の遂行ができない事由があると認め

られたとき。
（その他）
第11条 この要綱に定められるもののほか、ティーチング・アシスタントに関し必要な事項は、

別に定めるものとする。
附 則
１ この要綱は、平成２１年９月１６日から施行する。
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資料42
平成28年度 大学院診療放射線学研究科博士後期課程 授業時間割表

前期セメスター
時限 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

時間 9:00-10:30 10:40-12:10 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

月
D：放射線画像解
析学特講演習
（演習室C）

M：放射線治療学
特論
（演習室C）

M：放射線画像解
剖学特論
（演習室C)

D：放射線画像解
剖学特講演習
（演習室C）

火
M：放射線医療統
計解析学
（演習室C）

水
M：放射線画像技
術学特論
（演習室C)

M：核医学検査技
術学特論
（演習室C)

木
M：放射線管理計
測学特論
（演習室C)

D:放射線管理計
測学特講演習
（演習室C）

金
M：磁気共鳴学特
論
（演習室C）

D:磁気共鳴学特
講演習
（演習室C）

M：放射線画像解
析学特論Ⅰ
（演習室C)

集中授業

夏期集中講義（8月1日-8月31日） 日程、時間等は別途掲示します。
M：診療放射線学特論（演習室D） M：保険医療安全学特論（演習室C）
M：医療画像診断学特論（演習室C) D：診療放射線学教育学特論（演習室C）
M：放射線生物学特論（演習室D) D：保健医療組織管理学特論（演習室C）

後期セメスター
時限 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

時間 9:00-10:30 10:40-12:10 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

月
M：先端放射線治
療学特論
（演習室C)

M：造影検査学特
論
（演習室C)

D：造影検査学特
講演習（演習室
C）

火
M：保健医療特論
（演習室C)

D：医療画像情報
学特講演習
（演習室C）

M：機能画像学特
論
（演習室C)

水
M：医療画像情報学
特論
（演習室C)

D:機能画像学特
講演習
（演習室C）

木
M：放射線画像解
析学特論Ⅱ
（演習室C)

M：放射線安全管
理特論
（演習室C)

金
M：放射線学シ
ミュレータ特論
（演習室C)

集中授業

春期集中講義（2月1日-3月15日） 日程、時間等は別途掲示します。
M：医療画像診断学演習（演習室C)

M：は、博士前期課程の開講科目です。
診療放射線学特別研究（M）、診療放射線学特別研究（D）の時間割は、研究指導教員と協議の上、別途定めます。
履修希望者の状況により、時間が変更となる場合もあります。
各科目は、社会人学生が履修しやすいように、隔年のいずれの年度でも履修可能と、時間割は、昼間開講科目と夜間開講科目
とが入れ替わるので、履修計画を立てる上で注意してください。
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資料43
平成29年度 大学院診療放射線学研究科博士後期課程 授業時間割表

前期セメスター
時限 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

時間 9:00-10:30 10:40-12:10 13:00-14:30 14:40-16:10 16:20-17:50 18:00-19:30 19:40-21:10

月
D：放射線画像解
剖学特講演習
（演習室C）

M：放射線画像解
剖学特論
（演習室C)

M：放射線治療学
特論
（演習室C)

火
M：放射線管理計
測学特論
（演習室C)

D:放射線管理計
測学特講演習
（演習室C）

水
M：放射線画像技
術学特論
（演習室C)

D：放射線画像解
析学特講演習
（演習室C）

木
M：核医学検査技
術特論
（演習室C)

M：放射線医療統
計解析学
（演習室C)

金
M：放射線画像解
析学特論Ⅰ
（演習室C)

M：磁気共鳴学特
論
（演習室C)

D:磁気共鳴学
特講演習
（演習室C）

集中授業

夏期集中講義（8月1日-8月31日） 日程、時間等は別途掲示します。
M：診療放射線学特論（演習室D） M：保健医療安全学特論（演習室C）
M：医療画像診断学特論（演習室C) D：診療放射線学教育学特論（演習室C）
M：保健医療安全学特論（演習室D） D：保健医療組織学特論（演習室C）

後期セメスター
時限 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

時間 9:00-10:30 10:40-12:10 13:00-14:30 3.372337963 16:20-17:50 18:0019:30 19:40-21:10

月
M：造影検査学特
論
（演習室C)

D：造影検査学特
講演習（演習室
C）

M：先端放射線治
療学特論
（演習室C)

火
M：機能画像学特
論
（演習室C)

M：保健医療特論
（演習室C)

D：医療画像情報
学特講演習
（演習室C）

水
M：医療画像情報
学特論
（演習室C)

D:機能画像学特
講演習
（演習室C）

M：放射線学シ
ミュレータ特論
（演習室C)

木
M：放射線安全管
理特論
（演習室C)

M：放射線画像解
析学特論Ⅱ
（演習室C)

金

集中授業

春期集中講義（2月1日-3月15日） 日程、時間等は別途掲示します。
M：医療画像診断学演習（演習室C）

M：は、博士前期（修士）課程の開講科目です。
診療放射線学特別研究（M）、診療放射線学特別研究（D）の時間割は、研究指導教員と協議の上、別途定めます。
履修希望者の状況により、時間が変更となる場合もあります。
各科目は、社会人学生が履修しやすいように、隔年のいずれの年度でも履修可能と、時間割は、昼間開講科目と夜間開講科目
とが入れ替わるので、履修計画を立てる上で注意してください。
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資料44

学長

評議会

大学運営会議

診療放射線学部
教授会

看護学部
教授会

診療放射線学
研究科委員会

看護学
研究科委員会

学部委員会 学部委員会

地
域
連
携
セ
ン
タ
ー

大学及び大学院の運営組織

学部大学院

再任審査委員会

学生健康相談室

群馬県立県民健康科学大学

全学委員会

研究科
専門委員会

研究科
専門委員会

12

附
属
図
書
館

事
務
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- 1 -

群馬県立県民健康科学大学大学院

診療放射線学研究科専門委員会規程

（設置）

第１条 群馬県立県民健康科学大学大学院診療放射線学研究科に次の専門委員会を置く。

(1) 教務委員会

(2) 入学試験委員会

(3) ＦＤ委員会

(4) 自己評価委員会

２ 専門委員会に部会等を置くことができる。

（専門委員会の構成員、審議事項等）

第２条 専門委員会の構成員、審議事項等は、別表のとおりとする。

（専門委員会の連携）

第３条 各専門委員会は、看護学研究科専門員会と連携して行うものとする。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

２ 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（特別委員会の設置）

第５条 第２条で定める専門委員会のほか、必要がある場合は研究科委員会の議を経て特

別委員会を置くことができる。

２ 特別委員会の名称、構成委員、審議事項等は、研究科委員会の議を経て定める。

（委員の選任）

第６条 委員は、職指定された委員長を除き、各研究科で選出し、研究科委員会の議を経

て学長が任命する。なお、欠員が生じた場合も同様とする。

（委員長及び副委員長）

第７条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、職指定された委員長を除き委員の互選

によって定める。

２ 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。

（会議）

第８条 専門委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

２ 専門委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければこれを開くことができない。

13
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- 2 -

３ 専門委員会の議事は、出席委員の過半数によりこれを決定し、可否同数のときは委員

長が決定する。

（報告）

第９条 委員長は、専門委員会における審議事項及び実施結果等を研究科委員会に報告す

る。

（関係教職員の出席及び意見の聴取）

第10条 専門委員会は、会議の運営上必要と認めるときは、関係教職員の出席を求め、意

見を聴くことができる。

（会議録）

第11条 専門委員会を開催したときは、審議の内容を会議録にとりまとめ学長に報告する

ものとする。

附 則

この規程は、平成21年４月１日から施行する。
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専門委員会名 構 成 員 審 議 事 項
庶務担当

係

教務委員会 委員長（教授）
研究科構成員
（教授）4名

• 学生の教育に関すること
• カリキュラム編成に関すること
• 科目履修、試験、単位認定及び卒業に
関すること

• 休学、退学、除籍及び復学に関するこ
と

• GPA制度の運用に関すること
• その他研究科の教育課程に必要とされ
る事項

• 学生の厚生補導に関すること
• 就職、進路相談に関すること
• 学生支援システムの管理、運営、評価
に関すること

• その他学生に関すること

教務係
学生図書
係

入学試験委員会 委員長（教授）
研究科構成員4
名

• 入学者選抜試験の実施計画に関するこ
と

• 合格者認定基準に関すること
• 学力検査問題に関すること
• 入学者選抜試験の実施に関すること
• 学力検査の採点に関すること
• 合格者認定資料の作成に関すること
• その他入学者選抜試験に関すること

教務係

FD委員会 委員長（教授）
研究科構成員
（教授）4名

• ＦＤプログラムの立案、実施、評価に
関すること

• 授業の内容及び方法の改善に関するこ
と

• その他FD活動の支援・推進に関するこ
と

教務係

自己評価委員会 委員長（研究科
長）
研究科構成員4
名

• 自己点検・評価の項目に関すること
• 自己点検・評価の実施に関すること
• 自己点検・評価に関する報告書の作成
及び公表に関すること

• 第三者評価の実施に関すること

総務会計
係

別表（第2条関係）
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群馬県立県民健康科学大学における教員の任期に関する規程

（趣旨）
第１条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律（平成９年法律第８２号）
（以下「法」という。）第３条第１項の規定に基づき、群馬県立県民健康科学大学
（以下「本学」という。）における教員の任期に関し必要な事項を定めるものとす
る。
（任期を定める職等）
第２条 任期を定めて任用する教員の職等は、別表のとおりとする。
（同意）
第３条 前条の教員の任用に際しては、当該任用されるものの同意を同意書（様式
第１号）により得なければならない。
（業績審査）
第４条 この規程の規定により任用された教員の再任の可否を決定するに際しては、
当該教員の任期中の業績審査を行うものとする。
２ 前項の業績審査は、次に掲げる事項について行うものとする。
（1） 教育活動
（2） 研究活動
（3） 大学運営への貢献
（4） 社会への貢献
（規程の周知）
第５条 この規程を改廃したときは、群馬県立県民健康科学大学ホームページ等に
より、広く周知を図るものとする。
（その他）
第６条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、評議
会の議を経て、学長が定める。

附 則
この規程は、平成１７年４月１日から施行する。
附 則
この規程は、平成１９年４月１日から施行する。
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別表（第２条関係）
法第４条第１項第１号に基づき任期を定めて任用する教員の職

備考 任期中に群馬県立県民健康科学大学教員定年規程に定める定年に該当
する者の任期は、この表にかかわらず、同規程に定める退職の日までとす
る。

項目 内容

(1)任期付きとする職

(2)任期

(3)再任に関する事項

ア 教育研究組織
看護学部及び診療放射線学部

イ 対象教員
教授、准教授、講師、助教及び助手

教授 10年
准教授 7年
講師 5年
助教 4年
助手 4年

再任可
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